
資料４

番号（柱） 1 柱 1 政策 施策

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号（柱） 2 柱 1 政策 施策

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号（柱） 3 柱 1 政策 施策

名称

 目標指標の
 設定根拠

目標指標における実績値の推移（グラフ）
※実績値は，評価年度であるＲ３の数値が測定できないものについて，測定可能な直近の数値を使用しているものがあります。今後，最新値への更新に伴
い，数値を訂正する場合もあります。

一人当たりの県民所得（千円）

生産性の向上，高付加価値化及び企業誘致，地域の魅力向上により質の高い雇用を創出することにより，一
人当たりの県民所得を増加させる。

経済成長率（計画期間中における平均名目成長率の国の成長率との差）（ポイント）

人口減少社会の中でも，先端技術の活用等による各産業における生産性の向上に加え，次世代放射光施設の
活用等による商品やサービスの付加価値の向上により県内総生産の増加を図り，全国よりも高い経済成長率
を目指す。

労働生産性（就業者一人当たりの県内総生産）（千円）

人口減少社会の中でも，先端技術の活用等による生産性の向上や次世代放射光施設の活用等による付加価値
の向上により，一人当たりの労働生産性の向上を図る。
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番号（柱） 4 柱 2 政策 施策

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号（柱） 5 柱 2 政策 施策

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号（柱） 6 柱 2 政策 施策

名称

 目標指標の
 設定根拠

合計特殊出生率

合計特殊出生率は一人の女性が一生の間に生む子どもの数の平均に相当し，出生の傾向をみるときの主要な
指標となっている。
年次推移や都道府県間の比較も可能。
なお，令和３年度実績値として掲載されている値は，令和４年６月３日概数公表されたものである。

児童生徒の自己肯定感（自分には良いところがあると思うと答えた児童生徒の割合小学６年生）

未来の宮城を担う全ての子供たちが，健やかに成長し安心して学び続けるためには，自己肯定感が重要であ
ることから，「自分にはよいところがある」と答えた児童の割合を指標とする。

児童生徒の自己肯定感（自分には良いところがあると思うと答えた児童生徒の割合中学３年生）

未来の宮城を担う全ての子供たちが，健やかに成長し安心して学び続けるためには，自己肯定感が重要であ
ることから，「自分にはよいところがある」と答えた生徒の割合を指標とする。
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番号（柱） 7 柱 3 政策 施策

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号（柱） 8 柱 3 政策 施策

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号（柱） 9 柱 3 政策 施策

名称

 目標指標の
 設定根拠

健康寿命（日常生活に制限のない期間の平均）（男性）（年）

健康寿命とは，「高齢者が認知症や寝たきりにならない状態で，介護を必要としないで生活できる期間」を
いい，平均寿命と健康寿命との差が拡大すれば，医療費や介護給付費などの社会保障費が増大するととも
に，個人の生活の質が低下するため，健康寿命の延伸は県の健康増進計画である第２次みやぎ健康プランの
基本方針ともなっている。

人口の社会増減（人）

柱３「誰もが安心していきいきと暮らせる地域社会づくり」は，魅力ある地域づくりや移住定住など，「地
域に人をとどめる」「地域に人を呼び込む」取組が多く盛り込まれており，これらの取組は，人口の社会減
の解消に影響すると考えられることから，住民基本台帳に基づく人口移動調査の結果を目標指標として設定
した。

暮らしの満足度（宮城で暮らして良かったと思う県民の割合）（％）

柱３「誰もが安心していきいきと暮らせる地域社会づくり」は，「安全安心」や「地域づくり」の取組が盛
り込まれており，これらの取組は，県民の暮らしの満足度に影響すると考えられることから，県民意識調査
の質問項目「暮らしの満足度（あなたは，宮城で暮らして良かったと思いますか）」の結果を目標指標とし
て設定した。
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番号（柱） 10 柱 3 政策 施策

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号（柱） 11 柱 4 政策 施策

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号（柱） 12 柱 4 政策 施策

名称

 目標指標の
 設定根拠

防災意識（全国地域別最高値と比較した県民の防災意識の高さ）（％）

県民の防災意識を示す指標。
昨今の豪雨等における自然災害の経験を踏まえて，自助・共助という観点から重要な指標。

県内の温室効果ガス排出量（千t-CO2)

県内で排出される温室効果ガスを二酸化炭素換算した指標。
地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量を把握する重要な指標。

健康寿命（日常生活に制限のない期間の平均）（女性）（年）

健康寿命とは，「高齢者が認知症や寝たきりにならない状態で，介護を必要としないで生活できる期間」を
いい，平均寿命と健康寿命との差が拡大すれば，医療費や介護給付費などの社会保障費が増大するととも
に，個人の生活の質が低下するため，健康寿命の延伸は県の健康増進計画である第２次みやぎ健康プランの
基本方針ともなっている。
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番号 1 柱 1 政策 1 施策 1

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 2 柱 1 政策 1 施策 1

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 3 柱 1 政策 1 施策 1

名称

 目標指標の
 設定根拠

企業誘致の取組の結果，本県に立地した製造業の立地件数を把握することが重要であり，工場立地動向調査
の数値を活用することが妥当である。

本県の立地に向けた大きなインセンティブであり，かつ，みやぎ発展税を活用した事業である「みやぎ企業
立地奨励金」の効果を把握するため，実際に本奨励金を交付した事業所における雇用者数の動向を把握する
ことが重要である。

産学官連携数（件）

成果指標としての出口評価（新製品や新技術活用による売上げのアップなど）ではなく，把握可能な活動指
標（手段）としての産学官連携の推進状況を数値として目標指標とすることとし，KCみやぎ参画機関への
相談から産学連携につながった指標としてKCみやぎ参画学術機関と企業との共同研究及び受託研究件数を
「産学官連携数」として設定したもの。

企業立地件数（件）［累計］

企業集積等による雇用機会の創出数（人）［累計］
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番号 4 柱 1 政策 1 施策 1

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 5 柱 1 政策 1 施策 1

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 6 柱 1 政策 1 施策 1

名称

 目標指標の
 設定根拠

県が海外進出や販路開拓支援を実施した企業数（者）［累計］

人口減少による地域経済の縮小に伴う国内需要の低下が見込まれる中，「富県宮城」の実現のためには，県
内企業の海外への進出や販路開拓がこれまで以上に重要になる。県としては，海外ビジネスの展開を通じて
県内「ものづくり企業」の成長を促進することを目指しており，海外ビジネスに取り組む企業のすそ野の拡
大を成果として捉え，「県が行う支援策を活用した企業の数」を指標とした。

知的財産の支援（知的財産関連成約）件数（件）［累計］

ものづくり産業においては，特許，意匠及び商標等の知的財産を活用し，競争力の強化と経営の持続的発展
を図ることが重要であり，新・宮城の将来ビジョンにおいては，県内企業が培ってきた技術力や知的財産の
活用により，新しい製品やサービスの開発を支援し，海外市場への展開，顧客の開拓，成長分野など他分野
への進出を促進することとしていることから，県内企業等に対する知的財産に関する支援について目標指標
とするもの。

製造品出荷額等（食料品製造業を除く）（億円）

宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画において，ものづくり産業（製造業）の振興に重点的に取り組んで
いくこととしており，これまでも，製造品出荷額等（食料品製造業を除く）を目標指標として設定し，施策
の評価を行ってきた。新・宮城の将来ビジョンにおいても自動車関連産業や高度電子機械関連産業をはじめ
とした製造業の振興は重要な施策として取り組んでいくことから，引き続き目標指標として設定する。
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番号 7 柱 1 政策 1 施策 2

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 8 柱 1 政策 1 施策 2

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 9 柱 1 政策 1 施策 2

名称

 目標指標の
 設定根拠

外国人延べ宿泊者数（万人泊）

政府の行動計画として定められた「観光ビジョン実現プログラム」では，2030年に訪日外国人旅行者数を
6,000万人とする目標値を定めたほか，観光需要が減少する中，本県のみならず多くの都道府県でもインバ
ウンドの実態を把握するための基本的な指標として取り入れられている。宿泊手続きによりその数値を正確
に把握できることや，宿泊滞在に伴う消費行動により，地域経済への貢献も推し量られることから，目標指
標に設定することが適切と判断する。

観光消費額（億円）

観光消費額は，宿泊代，飲食代，土産代，交通費など，観光客の消費活動を通じ，地域にもたらされる直接
的な経済効果であり，観光客の増減やその動態に応じて変化するものである。観光産業はすそ野が広いこと
から，地域経済への波及効果や，観光施策が県経済に与えている影響を客観的に評価する上で重要であるた
め，目標指標に設定することが適切と判断する。

観光客入込数（万人）

観光客入込数は，観光による交流人口を把握する数値であり，観光消費額や経済波及効果を算定するための
基礎数値となるものである。観光振興の度合を示す指標の一つであることから，目標指標として設定する。
ただし，観光客の母数の減少が想定される人口減少社会において，今後も観光客入込数を目標指標として採
用し続けるか，検討する必要がある。
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番号 10 柱 1 政策 1 施策 2

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 11 柱 1 政策 1 施策 2

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 12 柱 1 政策 1 施策 3

名称

 目標指標の
 設定根拠

農業産出額（億円）

農林水産省にて，各都道府県の農業生産の実態を価値額として把握し，農業振興諸施策の実施等のための資
料を提供することを目的として，推計した指標。
農業振興の度合いを測る指標として標準的なものあり，現ビジョン実施計画の目標値ともなっていることか
ら，継続的な進捗管理が可能となる。

宿泊観光客数（万人泊）

宿泊観光客数は，宿泊者数の実情を把握する客観的な数値であり，宿泊滞在の消費行動による，地域経済へ
の効果を推し量ることができる数値である。みやぎ観光戦略プランにおいても，基本指標として設定し，観
光振興の度合を示す上で重要な指標の一つとしていることから，目標指標として採用することが適切と判断
する。

サービス業の付加価値額（億円）

県内の商業及びサービス業の活動を客観的に評価するために県民経済計算を基に算出した指標である。
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番号 13 柱 1 政策 1 施策 3

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 14 柱 1 政策 1 施策 3

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 15 柱 1 政策 1 施策 3

名称

 目標指標の
 設定根拠

漁業産出額（億円）

漁業生産は水産業におけるサプライチェーンの出発点として重要な役割を持っている。高齢化や人口減少に
伴う漁業者の減少等により，生産量の大幅な増加は見込めないが，このような状況においても，漁業者は十
分な収益を上げ，漁業生産を継続していく必要がある。
このことから，水産業の土台となる生産力を測る目標指標として，漁業産出額を設定した。

水産加工品出荷額（億円）

本県の食料品出荷額の約半数を水産加工品が占めており，水産加工業は沿岸地域の基幹産業の一つとして位
置付けられている。また，水産物は畜肉等と比較し，鮮度が低下しやすく，水揚げされた水産物の多くは，
背後地の水産加工業者により加工される。
このため，水産加工品の製造・供給能力は水産業の流通・加工分野において重要な要素となることから，目
標指標として水産加工品出荷額を設定した。

園芸産出額（億円）

野菜（含いも類），花き，果樹の各産出額の合計値で，第３期みやぎ食と農の県民条例基本計画における目
標値にもなっている指標である。
園芸振興の成果を端的に測る指標として適切であり，現ビジョン実施計画の目標値ともなっていることか
ら，継続的な進捗管理が可能となる。
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番号 16 柱 1 政策 1 施策 3

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 17 柱 1 政策 1 施策 3

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 18 柱 1 政策 1 施策 3

名称

 目標指標の
 設定根拠

製造品出荷額等（食料品製造業）（億円）

1年間（1～12月）における，県内食料品製造業の製造品出荷額，加工賃収入額，その他収入額及び製造工
程から出たくず廃物の出荷額の合計。

林業産出額（億円）

「林業産出額」を指標として用いることは，農林水産業の持続的発展を推進する施策を評価する上で適当で
ある。
但し，統計資料であることから，年実績の公表は１年遅れで公表されるものである（R１年実績→R3年２月
頃公表）。

木材・木製品出荷額（億円）

「木材・木製品出荷額」を指標として用いることは，農林水産業の持続的発展を推進する施策を評価する上
で適当である。但し，統計資料であることから，年実績の公表は１年遅れで公表されるものである（R１年
実績→R3年5～８月頃公表）。
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番号 19 柱 1 政策 1 施策 3

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 20 柱 1 政策 1 施策 3

名称

 目標指標の
 設定根拠

国際水準GAP導入・認証総数（農業）（件数）［累計］

ＧＡＰにおいては，国でＧＡＰ共通基盤ガイドラインを作成し普及拡大を図ってきたが，従来の３項目（食
品安全・環境保全・労働安全）に加えて人権保護・農場経営管理に取り組む「国際水準ＧＡＰ」の導入推進
が示された。本県においても国際水準ＧＡＰは，高度なリスク管理や経営改善に対して有効であるとともに
輸出拡大や流通業者における取引ニーズに対しても重要と認識していることから，第三者機関によるＧＡＰ
認証取得件数に加え，国際水準ＧＡＰ実施者の合計を指標としたもの。

付加価値額（食料品製造業）（億円）

以下の算式により算出される。
付加価値額 = 製造品出荷額等 +(製造品年末在庫額 - 製造品年初在庫額)+(半製品及び仕掛品年末価額 -
半製品及び仕掛品年初価額)- (推計酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税額 + 推計消費税額)- 原
材料使用額等 - 減価償却額  ※従業者29人以下の場合は粗付加価値額 = 製造品出荷額等-(推計酒税、た
ばこ税、揮発油税及び地方揮発油税額 + 推計消費税額)- 原材料使用額
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番号 21 柱 1 政策 2 施策 4

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 22 柱 1 政策 2 施策 4

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 23 柱 1 政策 2 施策 4

名称

 目標指標の
 設定根拠

第一次産業における新規就業者数（農業）（人）

農家戸数の減少や高齢化が進行していることから,優れた青年農業者等地域農業の担い手確保と育成の観点
から重要。

就業率（%）

人口減少を背景に、人材確保は富県躍進における重要な課題であるが、課題解消のためには、雇用のミス
マッチ解消に加え、働き方改革促進を通じた家事・子育て等と仕事の両立や、障害者雇用の促進などを通じ
た多様な人材の活躍推進が必要である。
このため、多様な人材が就業している状態を測ることができる指標として、１５歳以上人口における就業者
の割合である就業率を目標指標として設定した。

高校生の県内製造業就職率（%）

高校生を対象とし，県内製造業の認知度向上や高校生と県内ものづくり企業をマッチングさせるコーディ
ネーター事業，工業高校と地域の企業の協働による生徒の技能向上等、様々な取組を実施していることか
ら，県内ものづくり企業の人材育成・確保の状態を測る指標として，高校生の県内就職に占める製造業の就
職率を目標指標として設定した。
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番号 24 柱 1 政策 2 施策 4

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 25 柱 1 政策 2 施策 4

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 26 柱 1 政策 2 施策 4

名称

 目標指標の
 設定根拠

第一次産業における新規就業者数（林業）（人）

「新規林業就業者数」を指標として用いることは，担い手の確保・育成を推進する施策を評価する上では適
当である。

所定外労働時間数（時間）

仕事と育児や介護等の両立など，柔軟で多様な働き方が選択できる社会の実現に向け，社会環境を整備して
いくことが必要である。
所定外労働時間の縮減を図ることは，仕事と育児や介護等を行う労働者の支援の一つとなるので，「所定外
労働時間数」を目標指標として設定する。

第一次産業における新規就業者数（水産業 ）（人）

漁業者が将来にわたり，漁業を営んでいくためには，限りある水産資源や利用可能な漁場を適切かつ有効に
活用し，個々の漁業経営体が十分な所得を確保することが重要である。また，各経営体が十分な所得を得な
がら，目標とする漁業産出額を達成するためには経営体数の適正化が必要となる。このため，漁業者数の自
然減少等を考慮しながら，継続的に新規就業者を確保し，長期的な視点で適正な漁業経営体数に移行（２０
年後）することとし，そのために必要な１年当たりの新規就業者数を目標指標として設定した。
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番号 27 柱 1 政策 2 施策 4

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 28 柱 1 政策 2 施策 4

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 29 柱 1 政策 2 施策 4

名称

 目標指標の
 設定根拠

開業率（%）

事業所における雇用関係の成立を開業とみなしていため，企業単位での開業を確認出来ない，事業主１人で
の開業の実態は把握できない等の特徴はあるものの，国においてもKPIとして用いられている指標である。
企業の開業は，経済全体の生産性向上につながる新陳代謝として機能しているほか，雇用の創出にも重要な
役割を担っており，地域経済の再生や活性化を図る指標の一つであることから，本指標を目標指標として設
定する。

年次有給休暇の取得日数（日）

仕事と育児や介護等の両立など，柔軟で多様な働き方が選択できる社会の実現に向け，社会環境を整備して
いくことが必要である。
年次有給休暇の取得促進を図ることは，仕事と育児や介護等を行う労働者の支援の一つとなるので，「年次
有給休暇の取得日数」を目標指標として設定する。

キャリアアップに向けた人材育成等を目的としたプログラム推進件数（件）

県内の産学官の人材育成機関が各産業分野や各企業を対象に，専門技術や専門分野，技術技能の向上等を目
的とし，県内企業の生産性向上に寄与できる人材育成や基礎的人材の育成を目的としたセミナーや養成講座
に取り組んでおり，「みやぎ産業人材育成プラットフォーム」においてそれらの取組を取りまとめ，県内で
の取組件数を把握している。これらの取組がより多く実施されることで，今後様々な環境変化に対応を求め
られる時代と地域が求める産業人材育成に繋がると思われるため，本指標を目標指標とする。
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番号 30 柱 1 政策 2 施策 4

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 31 柱 1 政策 2 施策 5

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 32 柱 1 政策 2 施策 5

名称

 目標指標の
 設定根拠

スマートインターチェンジ等の設置数（箇所）［累計］

高速道路の利便性向上に向けた取組が重要であるため，高速道路へのアクセスポイントとなるスマートイン
ターチェンジ等の設置数を成果指標として選定した。令和12年度までにスマートインターチェンジ等の設
置箇所を10箇所まで増加させ，地域の活性化を支援するとともに，県全体の広域連絡を強化し更なる産業
発展等を図ることを目指していることから，事業の進捗等を考慮して令和6年度の目標値を8箇所と設定し
た。

仙台塩釜港（仙台港区）におけるコンテナ貨物の取扱量（実入）（万TEU）

産業・物流基盤強化の取組として，港湾機能拡充のための施設整備や新たな港湾貨物の需要開拓，新規航路
開設に  向けた誘致活動など港湾貨物取扱量増加に向けた施策を行っていることから貨物取扱量を指標と
している。
近年，全国的にコンテナ貨物の取扱量が増加しており，県としてもコンテナターミナル拡張も実施している
こともあり，港湾貨物取扱量の中でもコンテナ貨物の取扱量を一つの指標とした。

認定農業者数（経営体）

認定農業者とは，農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画を作成し，その計画について市町村等
からの認定を受けた農業者のことである。本県農業を持続的に発展していくための安定的な担い手として確
保・育成していくことが必要とされている。
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番号 33 柱 1 政策 2 施策 5

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 34 柱 1 政策 2 施策 5

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 35 柱 1 政策 2 施策 5

名称

 目標指標の
 設定根拠

仙台空港国際線乗降客数（万人）

東北のゲートウェイである仙台空港を通じた海外との交流人口の拡大状況を図るための指標として，仙台空
港の国際線乗降客数を目標指標とするもの。
県内を訪れる訪日外国人客に関する各種施策のほか，路線拡充に向けたエアポートセールス，利用拡大に向
けたプロモーション等の成果を図る指標としても重要である。

仙台塩釜港（仙台港区）の取扱貨物量（コンテナ貨物を除く）（万トン）

産業・物流基盤強化の取組として，港湾機能拡充のための施設整備や新たな港湾貨物の需要開拓，新規航路
開設に  向けた誘致活動など港湾貨物取扱量増加に向けた施策を行っていることから貨物取扱量を指標と
している。

仙台空港乗降客数（万人）

東北のゲートウェイである仙台空港を通じた交流人口の拡大状況を図るための指標として，仙台空港の乗降
客数を目標指標とするもの
運用時間の延長を含む仙台空港の機能強化や，路線拡充に向けたエアポートセールス，利用拡大に向けたプ
ロモーション等の成果を図る指標としても重要である
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番号 36 柱 1 政策 2 施策 5

名称

 目標指標の
 設定根拠

東北６県及び新潟県の延べ宿泊者数（万人泊）

施策５は，東北６県・新潟の官民が連携して交流人口の拡大等に取り組むものであり，こうした取組は観光
客等の延べ宿泊者数に影響すると考えられることから，観光庁宿泊旅行統計における延べ宿泊者数の東北６
県及び新潟県の合計値を目標指標として設定した。
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番号 37 柱 2 政策 3 施策 6

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 38 柱 2 政策 3 施策 6

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 39 柱 2 政策 3 施策 6

名称

 目標指標の
 設定根拠

育児休業取得率（女性）（%）

結婚・出産・子育てを応援する環境の整備を進めるためには，夫婦が協力しあいながら，仕事と子育てが両
立できるような社会環境を整備していくことが必要である。
出産後の一定期間育児に専念し，また職場に復帰できる育児休業の取得促進を図ることは，働きながら子育
てを行う労働者の支援の一つとなるので，「育児休業取得率」を目標指標として設定する。

みやぎ結婚支援センター登録者数（人）

少子化の要因である未婚化・晩婚化への対策として，令和3年度からAIマッチングシステムの導入等による
婚活支援の拡充に取り組むこととしており，その成果を測る指標として，センター登録者数を掲載するも
の。

育児休業取得率（男性）（%）

結婚・出産・子育てを応援する環境の整備を進めるためには，夫婦が協力しあいながら，仕事と子育てが両
立できるような社会環境を整備していくことが必要である。
出産後の一定期間育児に専念し，また職場に復帰できる育児休業の取得促進を図ることは，働きながら子育
てを行う労働者の支援の一つとなるので，「育児休業取得率」を目標指標として設定する。

201

1,586

1,000

0

500

1,000

1,500

2,000

初期値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（目標値）

初期値 実績値 目標値

5.0

14.6

13.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

初期値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（目標値）

初期値 実績値 目標値

77.3

92.9 95.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

初期値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（目標値）

初期値 実績値 目標値

18



番号 40 柱 2 政策 3 施策 6

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 41 柱 2 政策 3 施策 6

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 42 柱 2 政策 3 施策 6

名称

 目標指標の
 設定根拠

認定こども園の設置数（箇所）

認定こども園は，幼児教育と保育を一体的に提供するほか，保護者の就労状況を問わず利用が可能であるな
ど，待機児童解消に向けた保育の受け皿となる施設であることから指標とするもの。

保育所等利用待機児童数（人）

都市部を中心に，女性就業率の上昇や人口集中等により保育需要は増加しており，待機児童が発生していま
す。また，女性の社会進出や経済的理由などから，子どもが生まれた後も働きたいと思う人が増えているこ
とから子育て社会を推進するため保育所等利用待機児童数を指標とするもの。

「みやぎっこ応援の店」登録店舗数（店）［累計］

「みやぎっこ応援の店」（みやぎ子育て支援パスポート事業協賛店舗）は，割引やおまけのプレゼント，授
乳室の設置などのサービスを行うことにより，子育てや子どもとのお出かけをサポートしている店舗。その
登録数は，民間と連携し，社会全体で子育てを応援する気運の醸成の進展を測る指標の一つと考えられる。
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番号 43 柱 2 政策 3 施策 7

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 44 柱 2 政策 3 施策 7

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 45 柱 2 政策 3 施策 7

名称

 目標指標の
 設定根拠

朝食を毎日食べる児童の割合（小学6年生）（%）

生活習慣の乱れは，健康の維持のみならず，気力や意欲の減退，集中力の欠如など学習面でも大きな影響を
及ぼすことが指摘されていることから，朝食摂取率を子供たちの規則正しい生活習慣の定着度合いを測る指
標として設定。
旧ビジョンでは朝食欠食率を目標指標としていたが，本県では「きちんと食べル」ことを促すルルブルの取
組を推進しているため，新ビジョンでは「食べる」割合の向上を目指すもの。

県内における子ども食堂の数（箇所）［累計］

子どもやその家庭への食支援を行う子ども食堂が全国的に増えており，コロナ禍の中では，食堂の開催に代
わって食料配布などの取組が実施された。食の支援を通じて，子どもの見守りや生活困窮家庭を必要な支援
につなぐ地域の窓口としても期待されており，子ども食堂の数は，地域における取組の広がりを測る指標と
して，宮城県子どもの貧困対策計画でも県独自指標として設定している。

里親委託率（%）

児童福祉法において，子どもが権利の主体であることを明確にし，社会的養育の充実とともに，家庭養育優
先の理念が規定されており，社会的養育を必要とする子どもを適切に保護するとともに，できる限り家庭的
な環境で養育できるよう社会的養育施策の充実・強化を図る必要がある。里親委託率は，社会的養育施策の
充実・強化の進捗を示す指標値であり，「宮城県社会的養育推進計画」においても目標値として設定してい
る。
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番号 46 柱 2 政策 3 施策 7

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 47 柱 2 政策 3 施策 7

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 48 柱 2 政策 3 施策 7

名称

 目標指標の
 設定根拠

「家庭教育支援チーム」の活動件数（件）

宮城県家庭教育支援チーム派遣事業の活動件数，各市町村家庭教育支援チームの活動件数が増加することに
より，親の学びの場が提供され，親同士のつながりや，気軽に悩みが相談できる関係が構築されやすくな
る。また，そのような親の学びの場に参加した参加者に対して，子育てサポーター養成講座を紹介するなど
し，支援者の人材育成にもつながると考えている。

地域学校協働本部がカバーする学校の割合（公立小・中学校）（仙台市を除く）（%）

地域学校協働本部について法律上の規定はないが，社会教育法第５条及び第６条の規定では，教育委員会が
地域学校協働活動の機会を提供するに当たって，地域住民等と学校の連携協力体制の整備が求められてお
り，地域学校協働本部の整備のための支援もその取組の一つである。「地域学校協働本部が整備されてい
る」とは，地域学校協働本部のコーディネートのもとで様々な地域学校協働活動が行われている状態を言
い，必ずしも学校ごとに組織化されていたり，会議体や事務室があるものではない。

市町村における子育てサポーター及び子育てサポーターリーダーの活動者数（人）

子育てサポーター及び子育てサポーターリーダーは，親が家庭教育に関する不安や悩みについての相談相手
など安心して子育てできる環境構築に向けてその養成と活躍が求められている。県では，継続してその養成
に取り組んでおり，各市町村で開催される「親の学びの講座等」の企画・立案・運営などに関わることが地
域の家庭教育環境の充実に繋がることから，各地域における活動者数を目標指標として設定した。
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番号 49 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 50 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 51 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

「将来の夢や目標を持っている」と答えた児童生徒の割合（中学１年生）（%）

将来の生き方を考え，志を持った生徒の育成のためには，豊かな人間性や社会性の育成をすることが大切で
あることから「将来の夢や目標をもっている」と答えた生徒の割合を目標指標とする。

保幼小接続のための「スタートカリキュラム」を作成している市町村立小学校の割合（仙台市を除く）（%）

幼児教育と小学校教育との円滑な接続には，幼稚園・保育所・認定こども園等の幼児教育施設側の取組だけ
でなく，小学校側の理解と取組が極めて重要であり，「幼児教育センター」の取組としても「小学校区を単
位とする　保幼小合同の研修」を実施するなど，今後は小学校に対する取組の充実も図ることが必要である
ことから，小学校に対する取組を推進するための目標として，新たに上記指標を設定するもの。

「将来の夢や目標を持っている」と答えた児童生徒の割合（小学5年生）（%）

将来の生き方を考え，志を持った児童の育成のためには，豊かな人間性や社会性の育成をすることが大切で
あることから「将来の夢や目標をもっている」と答えた児童の割合を目標指標とする。
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番号 52 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 53 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 54 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

「人の役に立つ人間になりたいと思う」と答えた児童生徒の割合（中学3年生）（%）

児童一人ひとりが集団や社会の中で果たすべき役割を考えるためには，豊かな人間性や社会性の育成が大切
であることから「人の役に立つ人間になりたいと思う」と答えた生徒の割合を目標指標とする。

インターンシップやアカデミックインターンシップ等に取り組んでいる県立高等学校の割合（%）

生徒の学力向上，就職率や進学率の向上，早期離職率を低下させるためには，キャリア教育の取り組みが必
要である。
これまでは，キャリア教育の中でも一般的なインターンシップ実施率を指標として設定していたが，進学校
においては，大学進学を見据えた大学訪問などの取り組みを実践していることから，インターンシップの要
素を含むアカデミックインターンシップ等の取り組みも指標として加え設定した。

「人の役に立つ人間になりたいと思う」と答えた児童生徒の割合（小学6年生）（%）

児童一人ひとりが集団や社会の中で果たすべき役割を考えるためには，豊かな人間性や社会性の育成が大切
であることから「人の役に立つ人間になりたいと思う」と答えた児童の割合を目標指標とする。
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番号 55 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 56 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 57 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

児童生徒の家庭等での学習時間（中学3年生：1時間以上の生徒の割合）（%）

中学校学習指導要領総則では，確かな学力の育成において，「家庭との連携を図りながら，生徒の学習習慣
が確立するよう配慮すること」の重要性が示されている。学力の向上には，家庭等での学習習慣の確立が必
要であることから，家庭学習習慣の定着状況を測る指標として，平日に家庭等で1時間以上学習に取り組ん
でいる生徒の割合を設定する。なお，全国学力・学習状況調査結果の公表において，平成29年度から仙台
市を除いた数値も公表していることから，仙台市を含めない数値を指標とする。

新規高卒者の就職決定率の全国平均値とのかい離（ポイント）

生徒が将来の生き方を自分で考え，自らの人生を主体的に築き上げるようなキャリア教育を充実させること
が必要である。
そして，生徒が考えた希望進路の実現に対して，適切な支援をしていくことが重要である。
そのことから，教育の成果測定として，就職希望の生徒が内定できたかどうかを目標指標とすることとし
た。

児童生徒の家庭等での学習時間（小学6年生：30分以上の児童の割合）（%）

小学校学習指導要領総則では，確かな学力の育成において，「家庭との連携を図りながら，児童の学習習慣
が確立するよう配慮すること」の重要性が示されている。学力の向上には，家庭等での学習習慣の確立が必
要であることから，家庭学習習慣の定着状況を測る指標として，平日に家庭等で30分以上学習に取り組ん
でいる児童の割合を設定する。なお，全国学力・学習状況調査結果の公表において，平成29年度から仙台
市を除いた数値も公表していることから，仙台市を含めない数値を指標とする。
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番号 58 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 59 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 60 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

「話し合う活動を通じて，自分の考えを深めたり，広げたりすることができていると思う」と答えた児童生
徒の割合（小学6年生）（%）

児童生徒に求められる資質・能力を育むために，「主体的・対話的で深い学び」の視点から授業改善を図る
ことが重要であり，改善の成果を確認するための指標が必要であるから，本指標を設定する。
全国学力・学習状況調査結果の公表において，平成29年度から仙台市を除いた数値も公表していることか
ら，仙台市を含めない数値を指標とする。

「話し合う活動を通じて，自分の考えを深めたり，広げたりすることができていると思う」と答えた児童生
徒の割合（中学3年生）（%）

児童生徒に求められる資質・能力を育むために，「主体的・対話的で深い学び」の視点から授業改善を図る
ことが重要であり，改善の成果を確認するための指標が必要であるから，本指標を設定する。
全国学力・学習状況調査結果の公表において，平成29年度から仙台市を除いた数値も公表していることか
ら，仙台市を含めない数値を指標とする。

児童生徒の家庭等での学習時間（高校2年生：2時間以上の生徒の割合）（%）

高校教育の質を保証し，学力向上を図るとともに，就職率や進学率を向上させるためには，教師による「分
かる授業」の実現とともに，生徒による自主的・継続的な学習が必要である。
生徒が自主的に家庭等において継続的に学習していることを把握する指標として，これまで，高校２年生に
おける「平日に家庭等での学習時間が２時間以上の生徒の割合」を設定してきた。
家庭等での学習には，学校での放課後学習，課外学習，塾などでの学習を含むこととしている。
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番号 61 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 62 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 63 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

大学等への現役進学達成率の全国平均値とのかい離（ポイント）

生徒たちが地域や宮城の将来を支える人材となるよう，高校教育の質の保証をし，学力の向上を図り，希望
する大学等への進学を達成させることを目標としてきている。
本県では高校卒業時における進学志願者数のうち，実際に大学等に進学した生徒数の割合を「進学達成率」
として算出し、達成状況を把握するとともに、全国値との差を目標指標（かい離ポイント）として設定して
いる。

全国平均正答率とのかい離（小学6年生）（ポイント）

国が実施する学力・学習状況調査であることから，本県の児童の学力の状況を全国との比較から経年で測定
できる。また，調査問題は年度によって難易度が変動するが，かい離については難易度の変動の影響を受け
にくい数値であり，経年変化の測定には適切であることから「かい離ポイント（２科目のかい離の平均）」
を指標とする。なお，平成29年度から仙台市を除いた数値も公表していることから，仙台市を含めない数
値を指標とする。

全国平均正答率とのかい離（中学3年生）（ポイント）

国が実施する学力・学習状況調査であることから，本県の児童の学力の状況を全国との比較から経年で測定
できる。また，調査問題は年度によって難易度が変動するが，かい離については難易度の変動の影響を受け
にくい数値であり，経年変化の測定には適切であることから「かい離ポイント（２科目のかい離の平均）」
を指標とする。なお，平成29年度から仙台市を除いた数値も公表していることから，仙台市を含めない数
値を指標とする。
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番号 64 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 65 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 66 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

児童生徒の体力・運動能力調査における体力合計点の全国平均値とのかい離（小学5年生）（女）（ポイント）

実技に関する調査８項目（握力・上体起こし・長座体前屈・反復横とび・２０ｍシャトルラン・５０ｍ走・
立ち幅跳び・ソフトボール投げ）の体力合計点の平均値を指標とする。

児童生徒の体力・運動能力調査における体力合計点の全国平均値とのかい離（中学2年生）（男）（ポイント）

実技に関する調査８項目（握力・上体起こし・長座体前屈・反復横とび・２０ｍシャトルラン（又は持久
走）・５０ｍ走・立ち幅跳び・ハンドボール投げ）の体力合計点の平均値を指標とする。

児童生徒の体力・運動能力調査における体力合計点の全国平均値とのかい離（小学5年生）（男）（ポイント）

実技に関する調査８項目（握力・上体起こし・長座体前屈・反復横とび・２０ｍシャトルラン・５０ｍ走・
立ち幅跳び・ソフトボール投げ）の体力合計点の平均値を指標とする。
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番号 67 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 68 柱 2 政策 4 施策 9

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 69 柱 2 政策 4 施策 9

名称

 目標指標の
 設定根拠

保護者等に対して学校公開を実施している学校（小・中）の割合（中学校）（%）

学校においては，教育活動に対する理解と協力を得るために，教育方針・活動等の情報を保護者等に対して
積極的に公開し，学校教育の現状への理解を深めていくことが重要である。特に，教育活動を直接参観して
もらう機会は，学校教育に対する理解を深める上で好機となる。また，授業等を公開することは，教員の授
業改善や指導力向上に結び付くものであり，学校の教育力向上につながる。以上のことから，保護者等に対
して，10日以上，学校公開を実施している学校の割合を指標として設定する。

児童生徒の体力・運動能力調査における体力合計点の全国平均値とのかい離（中学2年生）（女）（ポイント）

実技に関する調査８項目（握力・上体起こし・長座体前屈・反復横とび・２０ｍシャトルラン(又は持久
走)・５０ｍ走・立ち幅跳び・ハンドボール投げ）の体力合計点の平均値を指標とする。

保護者等に対して学校公開を実施している学校（小・中）の割合（小学校）（%）

学校においては，教育活動に対する理解と協力を得るために，教育方針・活動等の情報を保護者等に対して
積極的に公開し，学校教育の現状への理解を深めていくことが重要である。特に，教育活動を直接参観して
もらう機会は，学校教育に対する理解を深める上で好機となる。また，授業等を公開することは，教員の授
業改善や指導力向上に結び付くものであり，学校の教育力向上につながる。以上のことから，保護者等に対
して，10日以上，学校公開を実施している学校の割合を指標として設定する。
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番号 70 柱 2 政策 4 施策 9

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 71 柱 2 政策 4 施策 9

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 72 柱 2 政策 4 施策 9

名称

 目標指標の
 設定根拠

学校関係者評価を広く公表している県立高等学校の割合（%）

本指標は，生徒，保護者及び教員へのアンケート調査に基づく学校評価の結果が適正であるかどうかについ
て，学校評議員等の外部により検証された結果を公表している学校の割合である。
学校関係者評価については，その結果を公表することで，保護者や地域住民等の外部からの信頼を得られる
ものと考えられ，本指標は重要である。

特別支援学校の児童生徒が居住地の小・中学校の児童生徒と交流及び共同学習した割合（%）

居住地域での学習を希望する特別支援学校の児童生徒が，居住地校において交流及び共同学習を行う居住地
校学習推進事業の実績値であり，「宮城県特別支援教育将来構想」に掲げる「障害の有無によらず，全ての
児童生徒の心豊かな生活と共生社会の実現を目指し，柔軟で連続性のある多様な学びの場の中で，一人一人
の様々な教育的ニーズに応じた適切な教育を展開する。」という基本的な考え方を反映した指標である。

「学校は楽しいと思う」と答えた児童生徒の割合（小学5年生）（%）

いじめ等の生徒指導上の諸課題や，学校に登校できていない児童への支援については，安心して学べる学習
環境の充実が求められる。そこで，児童にとって「魅力ある行きたくなる学校づくり」を推進することが，
いじめ問題ヘの対応や不登校支援につながることから，「学校は楽しいと思うと答えた児童生徒の割合」を
指標とする。
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番号 73 柱 2 政策 4 施策 9

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 74 柱 2 政策 4 施策 9

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 75 柱 2 政策 4 施策 9

名称

 目標指標の
 設定根拠

「学校は楽しいと思う」と答えた児童生徒の割合（中学1年生）（%）

いじめ等の生徒指導上の諸課題や，学校に登校できていない生徒への支援については，安心して学べる学習
環境の充実が求められる。そこで，生徒にとって「魅力ある行きたくなる学校づくり」を推進することが，
いじめ問題ヘの対応や不登校支援につながることから，「学校は楽しいと思うと答えた児童生徒の割合」を
指標とする。

不登校児童生徒のうち学習支援を受けている児童生徒の割合（小学生）（%）

教育機会確保法においては，個々の不登校児童の状況に応じた支援の推進が求められている。この趣旨を踏
まえ，不登校児童に対する多様で適切な学びの場の確保が支援の充実につながることから，「不登校児童の
うち学習支援を受けている児童生徒の割合」を指標とする。

不登校児童生徒のうち学習支援を受けている児童生徒の割合（中学生）（%）

学習支援を受けている不登校生徒の割合を，前期目標として80％と設定した。そこで、前期中の目標値見
通しを，年度毎に２ポイントずつ改善すると設定した。なお，「不登校児童生徒のうち学習支援を受けてい
る児童生徒」とは，不登校生徒一人ひとりの状況に応じた多様な学びの場における支援であり，学校内の別
室での学習の他，学校外のみやぎ子どもの心のケアハウスでの学習やフリースクール等の民間施設での学習
等を教育機会として例示し，調査を実施している。
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番号 76 柱 2 政策 4 施策 9

名称

 目標指標の
 設定根拠

授業中にＩＣＴを活用して指導することができる教員の割合（%）

文部科学省の調査は，毎年度定期で行われているものであり，４つの大項目と１６の小項目からなるチェッ
クリストに基づき，全教員が自己評価を行う調査である。
１６の小項目ごとに「できる」「ややできる」「あまりできない」「まったくできない」の４段階評価を行
い，「できる」「ややできる」と回答した教員の割合を，大項目ごとに平均して算出した値である。
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番号 77 柱 3 政策 5 施策 10

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 78 柱 3 政策 5 施策 10

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 79 柱 3 政策 5 施策 10

名称

 目標指標の
 設定根拠

障害者雇用率（%）

障害者の雇用の促進等に関する法律では，事業主に対し法定雇用率２．３％以上の障害者の雇用を義務づ
けているが，令和３年６月１日現在では２．２１%と法定雇用率を満たしていない状況にある。
多様な主体の社会参画の促進のためには，障害の有無を問わず，働きたい人が働ける社会の実現が必要で
あることから，障害者雇用率を目標指標として設定した。

雇用支援拠点における支援者の就職件数（人）［累計］

人口減少を背景に、人材確保は富県躍進における重要な課題であり、この課題の解決には、現在働いてい
ない「潜在的労働力」をはじめとした多様な人材の活躍推進は必須である。
このため，県内４ヶ所に雇用支援拠点を設置し，求職者の掘り起こしから就職までのきめ細かな就職支援
を行うことで，企業の競争力の源泉である「人財」の確保を進め，富県躍進を雇用政策面から支えること
としており、これらの雇用支援拠点において支援した就職者数を目標指標として設定するもの。

高年齢者雇用率（%）

定年退職後も働く意欲や、培った経験・能力の活用を望む高齢者が増加しているため、自らの生きがいの
充実及び社会参加を希望する高年齢者の活用推進が必要である。
よって、高年齢者の就業状況を測ることができる指標として、高年齢者雇用率を設定した。
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番号 80 柱 3 政策 5 施策 10

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 81 柱 3 政策 5 施策 10

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 82 柱 3 政策 5 施策 10

名称

 目標指標の
 設定根拠

地方創生推進交付金の活用事業数(市町村分)（事業）［累計］

地域コミュニティの質（魅力）の向上のためには，多岐にわたる地方創生の取組を展開する必要があり，
地方創生推進交付金の活用事業数は地域におけるコミュニティ活性化に向けた各種取組状況を示す指標と
して有効である。当該交付金を活用して実施する事業は，３年間継続して行うものが多いが，国への申請
は毎年度必要になっていることから，県の支援により，市町村の地方創生の取組について一定量を確保し
た上で，継続的に実施されているかどうかを確認する指標としても意義がある。

「みやぎ移住サポートセンター」を通じたUIJターン移住者数（人）［累計］

人口減少や高齢化等の進行が著しい地方において，その担い手を外部からも確保していく必要があること
から移住相談窓口による丁寧なマッチング等により，移住・定住を推進することで，本県全体の地域力の
充実強化と地域の活性化を図るものであり，その推進にあたって移住者数の測定は必要不可欠である。

女性のチカラを活かすゴールド認証企業数（社）

女性のチカラを活かすゴールド認証企業は，誰もが働きやすく，仕事と家庭の両立がしやすい職場づくり
を進めている企業のうち，女性の登用・配置状況や，仕事と家庭の両立支援制度など，ポジティブ・アク
ション20項目中17項目以上に該当した企業を「ゴールド認証企業」として認証している。多様な主体の社
会参画の促進において，働きやすい環境の整備は重要であることから，ゴールド認証企業を目標指標とし
て設定した。
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番号 83 柱 3 政策 5 施策 10

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 84 柱 3 政策 5 施策 10

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 85 柱 3 政策 5 施策 10

名称

 目標指標の
 設定根拠

外国人雇用者数（技能実習生を除く）（人）

人手不足、グローバル化対応に向け、外国人材を適切に活用・確保していく必要がある。よって、外国人
材の就業状況を測ることができる指標として、外国人雇用者数（技能実習生を除く）を目標指標として設
定した。

都市と農村の交流活動事業に参加した人数（関係人口）（人）

農村、特に中山間地域では、少子高齢化・人口減少が都市に先駆けて進行している一方で、「田園回帰」
による人の流れが全国的な広がりを持ちながら継続しているなど、農村の持つ価値や魅力が再評価されて
おり、こうした動きも踏まえ、地域住民に加えて関係人口も含めた幅広い主体の参画のもとで、農村の振
興に関する施策を推進していく必要がある。

多言語による生活情報の提供実施市町村数（市町村）［累計］

生活に関する情報を日本語以外の言語（多言語）で提供している県内市町村数をカウントするという指
標。地域で暮らすために必要な生活情報が多言語で提供されることは，外国人の暮らしやすさに直結して
おり，また，多文化共生推進計画においても，多言語に対応した情報提供の推進を掲げているという観点
から重要。
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番号 86 柱 3 政策 5 施策 11

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 87 柱 3 政策 5 施策 11

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 88 柱 3 政策 5 施策 11

名称

 目標指標の
 設定根拠

みやぎ県民文化創造の祭典参加者の意識の変化（不安を抱える方々の心のケアのために文化芸術の果たす
役割が大切だと思う人の割合）（%）

従前までの「参加者数」というアウトプット指標から、「参加者の意識の変化」というアウトカム指標へ
変更。
「何人が参加した」ということだけではなく、「参加したことにより、どのように意識が変化したのか」
といった点が事業の効果を図る上で重要と判断した。

総合型地域スポーツクラブの市町村における育成率（%）

国のスポーツ基本計画では，住民が主体的に参画する地域のスポーツ環境を整備するため，総合型地域ス
ポーツクラブの創設を政策目標とし，各市町村に少なくとも１つは総合型地域スポーツクラブが育成され
ることを目指しており，本県のスポーツ推進計画でも，広域スポーツセンターを中核とし，総合型地域ス
ポーツクラブの設立・育成を積極的に支援することとしており，令和4年度までに県内全市町村へ設置する
という目標を基にして，目標指標を設定した。

みやぎ県民文化創造の祭典参加者の意識の変化（文化芸術が身近な所で様々な分野に活用され地域の活性
化に役立っていると思う人の割合）（%）

従前までの「参加者数」というアウトプット指標から、「参加者の意識の変化」というアウトカム指標へ
変更。
「何人が参加した」ということだけではなく、「参加したことにより、どのように意識が変化したのか」
といった点が事業の効果を図る上で重要と判断した。
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番号 89 柱 3 政策 5 施策 11

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 90 柱 3 政策 5 施策 11

名称

 目標指標の
 設定根拠

生涯学習プラットフォーム閲覧数（セッション数）（件）

平成20年2月及び平成28年5月の中央教育審議会答申や，平成30年11月の第10次生涯学習審議会の答申を受
け，県民がそれぞれの希望やニーズに応じて，生涯にわたり学び続けられる環境を整備するため，県内で
開催されるあらゆる生涯学習に関する講座等の情報や，学びを活かす場の情報を県民に分かりやすく一元
的に提供するWEBサイトとして構築した生涯学習プラットフォーム（生涯学習WEBサイト）の活用を図る指
標として設定した。

市町村社会教育講座の参加者数（人口千人当たり）（人）

「第２期宮城県教育振興基本計画（平成29年3月）」を策定し，その中の目指す姿を目標に，県民誰もが，
生涯にわたり，主体的に学び続けることで，充実した人生を送り，互いに高め合い，学習成果を幅広く生
かしていく地域社会の形成を目指すために，各市町村と連携して，生涯学習・社会教育事業・講座等の創
意工夫・充実を図るものである。
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番号 91 柱 3 政策 6 施策 12

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 92 柱 3 政策 6 施策 12

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 93 柱 3 政策 6 施策 12

名称

 目標指標の
 設定根拠

自殺死亡率（人口10万対）

自死は，その多くが追い込まれた末の死であり，防ぐことができる社会的問題である。自死の原因となり得
る様々な社会的要因への対策に市町村や関係団体等と連携して取り組み，誰も自死に追い込まれることのな
い宮城県の実現に向けて，生きることの包括的な支援を着実に推進していくことが重要である。

メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合（%）

本県は，メタボ該当者・予備群の割合が平成２０年度から１２年連続で全国ワースト３位以内となってい
る。メタボは，内臓脂肪型肥満に加えて，高血糖，高血圧，脂質異常のうちいずれか２つ以上（予備群は１
つ）をあわせもった状態で，生活習慣を改善しなければ動脈硬化を進行させ，心疾患や脳血管疾患などが起
こりやすくなる。心疾患や脳血管疾患は，死亡原因の上位に位置していることから，本県において，メタボ
の改善は，柱の目標指標である健康寿命の延伸のための重要な要素の一つである。

12歳児のむし歯のない人の割合（%）

う蝕は、学齢期の子どもにとって代表的な疾病であり、小児の健全な育成のためにう蝕予防は重要である。
12歳児のう蝕有病状況は、学齢期の歯科保健の代表的な指標のひとつであり、その有用性は高い。
また，従前の３歳児のむし歯のない人の割合に替え，乳幼児期，学童期，思春期を対象とした県事業の評価
に適する年代に配慮し，１２歳児を指標とする。
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番号 94 柱 3 政策 6 施策 12

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 95 柱 3 政策 6 施策 12

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 96 柱 3 政策 6 施策 12

名称

 目標指標の
 設定根拠

新規看護職員充足率（%）

本県の人口10万対看護師数は全国平均を下回っている状況が続いている。県全域及び二次医療圏では増加
傾向にあるものの，仙台市を除く地域は全国平均に比べ低い状況が続いている。また，病院，診療所，施設
等により充足率に差が出ている状況にある。このため，県ナースセンターが毎年実施している「看護職員需
要施設調査」において，充足状況を把握し，看護職員の確保・定着及び資質向上に向け，県民に質の高い看
護を提供できるための対策を講じる必要がある。

特別養護老人ホーム入所定員数（人）［累計］

介護が必要になっても，住み慣れた地域で安心した生活を送るため，また，介護家族の負担を軽減するた
め，在宅系サービスや施設系サービスの充実が求められ，特別養護老人ホーム等の介護保険施設の施設整備
の支援が必要である状況。このため，特別養護老人ホームの入所定員数を目標指標として設定し，その充実
を図っていくことが適切であると判断したもの。

県の施策による自治体病院等（県立病院を除く）への医師配置数（人）

本県では仙台医療圏を除く３つの二次医療圏が医師少数区域となっており，医師の確保及び医師偏在解消の
課題解決のため，平成１７年度から取り組んできた宮城県ドクターバンク事業や，宮城県医学生修学資金等
貸付事業，自治医科大学卒業医師の配置などのほか，令和6年度から県内の医療機関に勤務する東北医科薬
科大学卒業医師により，医師の県内定着につなげていく必要がある。

114 123

179

0

50

100

150

200

初期値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（目標値）

初期値 実績値 目標値

77.6 77.6

100.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

初期値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（目標値）

初期値 実績値 目標値

12,464 12,490
13,564

0

5,000

10,000

15,000

初期値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（目標値）

初期値 実績値 目標値

38



番号 97 柱 3 政策 6 施策 12

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 98 柱 3 政策 6 施策 12

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 99 柱 3 政策 6 施策 13

名称

 目標指標の
 設定根拠

低床バス導入率（%）

本県における乗合バス総車両数に対する低床バス（ノンステップバス，ワンステップバス及びリフト付きバ
ス）の割合を指標とするもの。
低床バスの導入は，移動等円滑化を促進し，あらゆる人が利用しやすい交通の確保につながることになるた
め，取組の実現に向けて重要な指標となる

チームオレンジの立ち上げ市町村数（か所）［累計］

認知症高齢者が増加している中で，認知症に対する正しい理解の促進と，地域における認知症高齢者及び家
族への支援が重要である。
目標指標である「チームオレンジ」は，地域における認知症の人や家族のニーズと認知症サポーターを中心
とした心理面・生活面の支援を繋ぐ仕組みであり，住み慣れた地域で暮らし続けるための仕組みづくりの指
標として重要である。

介護職員数（人）［累計］

団塊の世代が75歳以上となる2025年に向け，今後ますます利用の増加が見込まれる介護サービスの担い手
となる介護職員の確保・養成・定着の推進が必要となっている。
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番号 100 柱 3 政策 6 施策 13

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 101 柱 3 政策 6 施策 13

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 102 柱 3 政策 6 施策 13

名称

 目標指標の
 設定根拠

入院中の精神障害者の地域生活への移行（入院後３ヶ月時点の退院率）（%）

精神病床における長期入院患者の地域生活の移行を進めるに当たっては，精神科病院や地域援助事業者だけ
ではなく，自治体を中心とした地域精神保健医療福祉の一体的な取り組みが必要である。
精神科病院において入院患者ができるだけ早期に退院し，地域生活への移行を支援する必要があることか
ら，当該指標が重要である。

入院中の精神障害者の地域生活への移行（精神病床における入院後1年時点の退院率）（%）

精神病床における長期入院患者の地域生活の移行を進めるに当たっては，精神科病院や地域援助事業者だけ
ではなく，自治体を中心とした地域精神保健医療福祉の一体的な取り組みが必要である。
精神科病院において入院患者ができるだけ早期に退院し，地域生活への移行を支援する必要があることか
ら，当該指標が重要である。

グループホーム利用者数（人）

障害者が安心して生活するためには，住まいの確保が必要であり，障害者の地域における住まいの場である
グループホームの整備状況は，その利用者数の増加が目安となることから目標指標として設定するもの。
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番号 103 柱 3 政策 6 施策 13

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 104 柱 3 政策 6 施策 13

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 105 柱 3 政策 6 施策 14

名称

 目標指標の
 設定根拠

１人当たり年間公共交通機関利用回数（回）

人口減少や少子高齢化の影響等により，公共交通の利用者数が減少し，地域住民の生活に必要な公共交通の
維持が難しくなっている。
今後，公共交通ネットワークを維持するためには，住民ニーズに合わせた利便性の向上や自家用車からの利
用転換等により，一定程度の利用者確保が必要である。
そこで，県民の公共交通の利用機会を測定する直接的な指標である当該指標を目標指標に設定した。

入院中の精神障害者の地域生活への移行（入院期間1年以上の長期在院者数）（人）

精神病床における長期入院患者の地域生活の移行を進めるに当たっては，精神科病院や地域援助事業者だけ
ではなく，自治体を中心とした地域精神保健医療福祉の一体的な取り組みが必要である。
精神科病院において入院患者ができるだけ早期に退院し，地域生活への移行を支援する必要があることか
ら，当該指標が重要である。

就労継続支援Ｂ型事業所等における工賃の平均月額（円）

工賃とは，一般就労が困難で福祉的就労を行う障害のある方が，就労継続支援Ｂ型事業所を利用して行った
作業に対して支払われる報酬や賃金をいう。障害者が地域で経済的に自立して生活するためには工賃水準を
向上させることが重要である。
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番号 106 柱 3 政策 6 施策 14

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 107 柱 3 政策 6 施策 14

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 108 柱 3 政策 6 施策 14

名称

 目標指標の
 設定根拠

刑法犯認知件数（件）

刑法犯認知件数は，刑法等に規定する様々な罪種について警察が認知した事件を包括するものであり，県内
における犯罪情勢を概括的に表すものとして県民生活の安全安心の確保に係る施策の達成度を測る目安とな
るものである。

交通事故死者数（人）

人命尊重の理念に基づき，また，交通事故による社会的・経済的損失をも勘案して，究極的には交通事故の
ない社会を目指すべきところ，交通事故により多くの県民が被害に遭っている現状から，交通安全の確保は
安全で安心なまちづくりを推進する上で不可欠な要素である。道路交通安全対策は，道路交通環境の整備，
交通安全思想の普及徹底と安全運転の確保，道路交通秩序の維持等の様々な対策を実施することで成果が期
待されるものであり，そのための施策の達成度を掲げる指標として交通事故死者数を掲げるもの。

商店街の活性化状況（営業継続率）（%）

商店街活性化を図ることにより，商店街における営業店舗数の減少を緩やかにすることを目標に，地域の中
核となる商店街の毎年の営業店舗数を調査し指標とした。
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番号 109 柱 4 政策 7 施策 15

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 110 柱 4 政策 7 施策 15

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 111 柱 4 政策 7 施策 15

名称

 目標指標の
 設定根拠

再生可能エネルギー等の導入量（熱量換算）（ＴＪ）

目指す姿に掲げる脱炭素社会の実現に向け，温室効果ガスの排出を抑制するためには，エネルギー消費量
そのものを削減するとともに，温室効果ガスを排出しない再生可能エネルギー等のクリーンエネルギーの
導入を促進する必要がある。これらの分野の進捗を把握する指標として，エネルギー消費量の削減量及び
再生可能エネルギー導入量が挙げられ，特に県民が取組やその進捗をイメージしやすく，前年度の実績を
比較的早く推計することが可能である再生可能エネルギー導入量を採用する。

環境に配慮されたマークのある商品を選ぶことを意識する人の割合（%）

消費者自らが人・社会に与える影響等を考慮した消費行動をすることは，安全安心な地域の形成につなが
るものである。このため，「エシカル消費」などの普及啓発（消費者教育）及びその他の取組によって，
環境等に配慮した消費行動への意識上昇を目標指標とするもの。
県消費者施策推進基本計画において「人や社会、環境に配慮した消費行動の推進」の取組における目標値
について，消費者意識基本調査（消費者庁）調査結果（指標）を設定していることから採用した。

森林整備面積（ha/年）

植栽や間伐等による森林整備が行われた県内民有林の面積。県内人工林の高齢級化が進み，森林の二酸化
炭素吸収量が長期的に減少する中，高齢級の森林を伐採し，跡地に再び植栽することで森林の若返りを図
る必要がある。また，２０５０年温室効果ガス排出ゼロの実現を達成するためには，引き続き森林による
二酸化炭素吸収源対策として， 間伐等の確実な実施が重要であり，これらの森林整備によって，二酸化
炭素吸収機能や水源かん養機能など森林の公益的機能を高度に発揮していくことが可能。
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番号 112 柱 4 政策 7 施策 15

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 113 柱 4 政策 7 施策 15

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 114 柱 4 政策 7 施策 15

名称

 目標指標の
 設定根拠

産業廃棄物リサイクル率（%）

廃棄物の３Ｒのうち，再生利用の度合いを測るのに必要な指標。

県民一人一日当たりの一般廃棄物排出量（g/人･日）

廃棄物の３Ｒのうち，優先的に取り組むこととされる発生抑制（リデュース）についての測るために必要
な指標。
３Ｒの取組の実態を把握する観点から必要。

一般廃棄物リサイクル率（%）

廃棄物の３Ｒのうち再生利用の度合いを測るのに必要な指標。
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番号 115 柱 4 政策 7 施策 15

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 116 柱 4 政策 7 施策 16

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 117 柱 4 政策 7 施策 16

名称

 目標指標の
 設定根拠

森林認証取得面積（ha）［累計］

平成３０年４月１日から施行されている「みやぎ森と緑の県民条例」に基づく基本計画である「新みやぎ
森林・林業の将来ビジョン」（H30～R9年度）において，森林認証の普及促進を重点プロジェクトとして
いることから，「森林認証取得面積」を指標として用いることは，持続可能な林業経営の推進する施策を
評価する上で適当である。

産業廃棄物排出量（千ｔ）

廃棄物３Ｒのうち，優先的に取り組むこととされる発生抑制（リデュース）についての測るために必要な
指標。
３Ｒの取組の実態を把握する観点から必要。

豊かな生態系（植生自然度と河川生物生息状況）（点）

健全な水循環が維持されることによって，宮城県に本来生息しうる多様な動植物の生態系が保たれている
状態を豊かな生態系の将来像として定義している。県内全域において自然豊かな森林を形成し（植物環境
指標），かつ，河川に生息する指標種及び重要種が継続的に確認された場合（河川生物生息環境指標）10
点として評価する指標。
豊かな生態系（点）＝（植物環境指標＋河川生物生息環境指標）／２
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番号 118 柱 4 政策 7 施策 16

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 119 柱 4 政策 7 施策 16

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 120 柱 4 政策 7 施策 16

名称

 目標指標の
 設定根拠

野生鳥獣の捕獲数（ニホンジカ）（頭）

野生鳥獣の適切な保護管理や農作物被害対策として，著しく増加している野生鳥獣の生息数を適正な水準
に減少させる必要がある。うち，指定管理鳥獣であるニホンジカは，集中的かつ広域的に管理を図る必要
があるため，本県においても捕獲を強化しているところ。目標指標は，毎年度，第三期宮城県ニホンジカ
管理計画に係る実施計画において取りまとめている捕獲数（狩猟，有害鳥獣捕獲，指定管理鳥獣捕獲等事
業等の合計値）とする。

農村環境保全等の協働活動に参加した人数（人）［累計］

農村地域における人口減少や高齢化の進展により，集落ぐるみで農地や水路などを保全する機能が低下す
るとともに，耕作放棄地の増加や野生鳥獣による農作物被害の増加など，生産環境や生活環境に対し様々
な影響を及ぼすことが懸念される。この対策として，より多くの県民（地域住民）に農業・農村の魅力や
農業・農村が有する多面的機能について認識してもらい，地域環境保全等に対する意識の醸成を図る必要
があることから，地域や学校教育と連携した農村環境保全等の協働活動参加者数を目標指標とするもの。

野生鳥獣の捕獲数（イノシシ）（頭）

野生鳥獣の適切な保護管理や農作物被害対策として，著しく増加している野生鳥獣の生息数を適正な水準
に減少させる必要がある。うち，指定管理鳥獣であるイノノシは，集中的かつ広域的に管理を図る必要が
あるため，本県においても捕獲を強化しているところ。目標指標は，毎年度，第四期宮城県イノシシ管理
計画に係る実施計画において取りまとめている捕獲数（狩猟，有害鳥獣捕獲，指定管理鳥獣捕獲等事業等
の合計値）とする。
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番号 121 柱 4 政策 7 施策 16

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 122 柱 4 政策 7 施策 16

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 123 柱 4 政策 7 施策 16

名称

 目標指標の
 設定根拠

景観行政に主体的に取り組んでいる市町村数（市町村）［累計］

県では，景観法や県景観条例の理念を踏まえて策定した方針により，市町村を景観形成の中心的な担い手
と位置付け，県としては市町村の先導・支援を行っている。
そのため，①景観計画策定の前提となる景観行政団体へ移行，②独自の条例やガイドラインの制定など景
観形成を図る取組を行っている，③ワークショップなど地域住民と連携して景観形成の検討を進めている
市町村を「景観行政に主体的に取り組んでいる市町村」と定義し，目標指標値の根拠に設定した。

日本型直接支払制度取組面積（ha）

農業の持続的な発展を通じて、食料・農業・農村基本法の基本理念である食料の安定供給の確保、多面的
機能の発揮を図っていくためには、その前提となる県内農業の基盤として、日本型直接支払制度（多面的
機能支払、中山間地域等直接支払、環境保全型農業直接支払）の施策により、今後とも県内の農業生産に
必要な農地を確保していく必要がある。

みやぎ海岸林再生みんなの森林づくり活動参加者数（人）

東日本大震災後，再生した海岸防災林約750haの管理について，県民等が主体的に関わることのできる仕
組み（みやぎ海岸林再生みんなの森林づくり活動）を軸に，民間と県，関係市町と連携し，沿岸地域の賑
わい創出及び，交流人口の増加につなげるもの。
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番号 124 柱 4 政策 8 施策 17

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 125 柱 4 政策 8 施策 17

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 126 柱 4 政策 8 施策 17

名称

 目標指標の
 設定根拠

地域住民と連携した避難訓練を実施している学校の割合（%）

「宮城県学校防災体制在り方検討会議」において，地域ぐるみの防災訓練の取組を継続的に行うことが重
要との提言が出された。学校が地域と連携した避難訓練を実施することは，地域住民等と災害発生時の対
応を共有する機会につながるため，児童生徒の命を守る地域ぐるみの学校防災体制の構築を測るための指
標として設定する。

女性防災リーダー養成者数（宮城県防災指導員（登録辞退者等を除く）（人）［累計］

東日本大震災をはじめとした近年の大規模災害における経験や教訓を踏まえ，避難所運営や要配慮者への
支援等の災害対応において，「女性の視点」はこれまで以上に重要となっている。
一方で，宮城県防災指導員における女性の割合は約１１％にとどまっており，今後より一層，女性防災指
導員の養成や女性が地域で活躍しやすい環境整備を進め，自主防災組織等による地域防災活動の活性化を
図っていくことが必要。

自主防災組織の組織率（%）

災害発生時に迅速，確実な対応策を講じるには，防災関係機関の連携，協力はもとより，自主防災活動等
による地域防災力の強化が重要。
大規模災害時における初動期では，消防など防災機関の機動力が十分に発揮できない事態が想定され，初
期消火や救出援護等における自主防災組織の防災活動が重要かつ有効であることから指標として設定する
もの。
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番号 127 柱 4 政策 8 施策 17

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 128 柱 4 政策 8 施策 17

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 129 柱 4 政策 8 施策 17

名称

 目標指標の
 設定根拠

河川整備率（%）

要改修区間のうち，流域面積200km2以上の河川については概ね30年に1回程度（日雨量200mm相当）発生す
る降雨による洪水に対して安全が確保できる区間延長、流域面積200km2未満の河川については概ね10年に
1回程度（時間雨量40mm相当）発生する降雨による洪水に対して安全が確保できる区間延長，これらの合計
値を改修済区間として河川整備率を算出し，概ね4割の区間において安全を確保することを目標値とする。

土砂災害警戒区域等におけるハード対策実施箇所数（箇所）［累計］

我が国は，地形が急峻で脆弱な地質特性にあり，雨による山崩れや地滑り，洪水等の自然災害が発生しや
すい条件下にあり，県内においても，豪雨により発生した土砂災害で大きな被害を受けるなど，昨今の異
常気象の影響により各地で自然災害が多発している。
このため，自然災害対策に対する社会の要請が非常に高まっており，早急な対策が求められていることか
ら，効果的なハード事業の推進を目標指標とするもの。

緊急輸送道路の橋梁耐震化率（%）［累計］

高い確率で発生が懸念されている大規模地震において，緊急輸送道路といった主要な道路の 安全確保が重
要であるため，緊急輸送道路の橋梁耐震化率を成果指標として選定した。「宮城県 橋梁耐震化計画」にお
いて，県が管理する緊急輸送道路上の橋梁297橋を対象に，令和12年度に緊急輸送道路の耐震化が81％まで
向上することを目指していることから，事業の進捗等を考慮して，令和6年度の目標値は75％とした。
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番号 130 柱 4 政策 8 施策 17

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 131 柱 4 政策 8 施策 18

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 132 柱 4 政策 8 施策 18

名称

 目標指標の
 設定根拠

港湾施設の長寿命化対策率（%）［累計］

県管理の港湾施設の多くは昭和40年以降に集中的に整備されており,今後10年で急速に老朽化した施設が増
加する。
県では，平成29年度に策定した「港湾施設長寿命化計画」に基づき, 「予防保全型」の維持管理に転換を
図り，計画的な修繕と維持管理コストの低減に取り組んできたところである。
長寿命化を図る必要がある36施設のうち，長寿命化工事を行った施設割合を指標とするものである。

土砂災害警戒区域等におけるソフト対策実施箇所数（箇所）［累計］

我が国は，地形が急峻で脆弱な地質特性にあり，土砂崩れや地滑り，洪水等の自然災害が発生しやすい条
件下にあり，県内においても，豪雨により発生した土砂災害で大きな被害を受けるなど，昨今の異常気象
の影響により各地で自然災害が多発している。
そのため，自然災害対策への社会の要請が高まっており，効果的な土砂災害対策を推進するため，ソフト
事業の推進として，土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定数を目標指標とするもの。

橋梁の長寿命化対策率（%）［累計］

戦後の高度経済成長期に大量に整備された道路施設の急速な老朽化に対応するとともに，長期にわたって
機能を発揮させることが重要であるため，主要な道路施設である橋梁の長寿命化対策率を成果指標として
選定した。予防保全型を基本とする「宮城県第3次橋梁長寿命化計画」において，令和10年度に長寿命化対
策の完了を目指していることから，事業の進捗等を考慮して令和6年度の目標値を48％と設定した。
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番号 133 柱 4 政策 8 施策 18

名称

 目標指標の
 設定根拠

アドプトプログラム認定団体数（団体）［累計］

県管理の道路や河川等において，清掃や緑化活動に取り組むボランティア団体等を参加団体として認定
し，県が市町村と協力して，必要な支援を行うことを通じ，民間と行政とのパートナーシップの構築及び
住民参加のまちづくりの推進を図り，あわせて社会資本や行政への関心の喚起を図ることが出来ることか
ら，今後も参加団体の増加を目標とするもの。
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